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（
質
問
の 

五
二
）

答

弁

第

五

二

号 

    

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
共
産
党
員
等
に
対
す
る
基
本
的
人
権
侵
害
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
五
八
号 

昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
共
産
党
員
等
に
対
す
る
基
本
的
人
権
侵
害
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

お
尋
ね
の
よ
う
な
尾
行
や
張
込
み
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
今
ま
で
か
よ
う
な
指
令
や
指

示
を
出
し
た
こ
と
は
な
く
、
全
然
関
知
し
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




